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松
本
市
災
害
時
等
要
援
護
者
登
録
制
度
の
ご
案
内

 

日
常
か
ら
の
地
域
づ
く
り
活
動
が
災
害
時
に
活い 

き
る
！

 
災
害
時
要
援
護
者
と
は

　

大
規
模
災
害
が
発
生
し
た
後
、

被
災
地
で
特
に
困
難
な
状
況
や
、

暮
ら
し
に
く
さ
を
抱
え
る
人
を

「
災
害
時
要
援
護
者
」
と
呼
ん
で

い
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
下
部
の
表
に
あ
る

方
で
、
一
般
的
に
は
高
齢
者
や
障

害
者
、
疾
病
を
抱
え
た
方
、
妊
婦
、

乳
幼
児
を
抱
え
た
親
、
言
葉
の
通

じ
に
く
い
外
国
人
な
ど
が
該
当
し

ま
す
。

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
へ

　

近
年
の
大
規
模
災
害
は
、
高
齢

者
や
障
害
者
に
被
害
が
集
中
し
て

い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
災
害
時
要

援
護
者
に
対
す
る
支
援
を
強
化
し

よ
う
と
い
う
機
運
が
全
国
的
に
高

ま
っ
て
い
ま
す
。

　

災
害
時
の
助
け
合
い
は
、
日
常

の
地
域
づ
く
り
活
動
に
よ
っ
て
育

ま
れ
る
も
の
で
す
。
特
に
大
規
模

地
震
発
生
後
の
３
日
間
は
、
外
部

や
行
政
の
支
援
は
得
ら
れ
に
く
く
、

ご
近
所
同
士
の
支
え
合
い
や
助
け

合
い
が
頼
り
に
な
り
ま
す
。

　

ご
近
所
の
支
え
合
い
や
助
け
合

い
は
、
災
害
時
だ
け
発
揮
さ
れ
る

の
で
は
な
く
、
日
頃
の
活
動
に
よ

っ
て
高
ま
り
ま
す
。
日
頃
の
福
祉

活
動
と
災
害
時
の
活
動
の
連
携
が

不
可
欠
で
す
。

　

災
害
時
等
要
援
護
者
登
録
制
度

は
、
福
祉
と
防
災
の
連
携
を
図
り
、

よ
り
身
近
な
地
域
で
の
支
え
合
い

を
発
揮
す
る
体
制
づ
く
り
、
活
動

づ
く
り
の
き
っ
か
け
と
な
る
も
の

で
す
。

　中山地区と内田地区の一部
で避難準備情報が発令され、
当該町会に居住する本制度の
登録者には、民生委員を通し
て情報伝達を行い、避難を呼
びかけるなどの活用をしまし
た。

昨年８月の台風５号では…

災害時要援護者
①　 移動が困難な方、または一人では逃げにくい、声掛けや手助け

が必要な方
②　車いすや補聴器などの補装具が必要な方
③　 避難生活などで、食事や排せつ、移動などに何らかの援助が必

要な方
④　安心感や健康が損なわれやすい方
⑤　情報を入手したり、発信したりすることが困難な方
⑥　 集団生活などの適応が難しい、または精神的に不安になりやす

い方

 

災
害
時
等
要
援
護
者

 

登
録
制
度
の
概
要

◆
登
録
の
申
請

　

在
宅
の
方
で
あ
れ
ば
ど
な
た
で

も
登
録
で
き
ま
す
。
施
設
等
へ
入

所
し
て
い
る
方
は
対
象
外
で
す
。

登
録
申
請
は
、
市
の
福
祉
計
画
課

の
窓
口
で
行
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
各
地
域
づ
く
り
セ
ン
タ

ー
（
出
張
所
、
公
民
館
、
福
祉
ひ

ろ
ば
）
に
も
申
請
書
が
あ
り
ま
す
。

◆
登
録
情
報
の
提
供

　

登
録
し
た
情
報
を
、
登
録
者
が

居
住
す
る
町
会
の
町
会
長
、
担
当

の
民
生
委
員
、
登
録
申
請
者
が
指

定
し
た
地
域
支
援
者
、
な
ら
び
に

市
社
会
福
祉
協
議
会
へ
提
供
し
ま

す
。

　

情
報
の
提
供
は
、
申
請
書
へ
の

署
名
捺
印
に
よ
っ
て
同
意
を
得
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

◆
情
報
の
活
用

　

地
域
で
は
、
提
供
さ
れ
た
情
報

を
も
と
に
、
災
害
時
を
想
定
し
て

日
常
か
ら
要
援
護
者
に
対
す
る
支

援
体
制
づ
く
り
を
行
い
、
見
守

り
・
声
掛
け
活
動
を
推
進
し
ま
す
。

◆
個
人
情
報
の
取
り
扱
い

　

市
の
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基

づ
い
て
適
正
な
管
理
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、
町
会
長
と
民
生
委
員
に
提

供
す
る
情
報
に
つ
い
て
も
取
扱
指

針
等
を
定
め
、
適
正
な
使
用
と
保

管
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

◆
社
会
福
祉
協
議
会
と
の
連
携

　

社
会
福
祉
協
議
会
で
は
「
見
守

り
安
心
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
」
を

活
用
し
、
要
援
護
者
に
対
す
る
支

援
体
制
を
進
め
ま
す
。
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　福祉避難所とは、一般の避難所（要援護者優先避難所を含めた指定避
難所）での生活が困難であり、何らかの特別な配慮を必要とする方が安
心して避難生活を送ることができるよう、二次的避難所として開設する
避難所のことです。
　平成30年 3 月 １ 日現在、市内の福祉避難所は１0施設に留まっている
ため、民間事業所等と協定締結に向けた取り組みを進めています。

 
地
域
支
援
者
に
ご
理
解
を

　

こ
の
制
度
を
運
営
し
て
い
く
う

え
で
、
地
域
支
援
者
に
な
っ
て
く

だ
さ
る
方
が
不
可
欠
で
す
。

　

地
域
支
援
者
と
は
、
次
の
こ
と

を
普
段
か
ら
心
が
け
て
い
た
だ
く

方
で
す
。
全
て
を
必
ず
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

登
録
を
希
望
さ
れ
る
方
か
ら
声

が
掛
か
っ
た
場
合
に
は
、
ぜ
ひ
引

き
受
け
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
23
年
６
月
30
日
に

発
生
し
た
、
最
大
震
度
５
強
の
長

野
県
中
部
地
震
を
受
け
て
、
要
援

護
者
の
情
報
を
隣
組
長
ま
で
提
供

す
る
動
き
が
、
各
町
会
で
広
が
っ

て
い
ま
す
。

　

隣
組
は
地
域
の
中
で
一
番
身
近

な
単
位
の
た
め
、
隣
組
長
が
地
域

支
援
者
と
な
る
こ
と
は
、
要
援
護

者
の
方
々
に
と
っ
て
も
安
心
で
す
。

福祉避難所の拡充に
向けた取り組みを進めています

災害時等要援護者登録制度のイメージ

地域支援者

①　 日常から見守り活動や声掛けを無理のない範囲で行っていた
だける方

②　 災害が発生した時に、災害に関する情報を伝えたり、一緒に
避難ができる方

③　 いざという時、要援護者の気持ちを代弁し、無理のない範囲
で寄り添っていただける方

④　 災害時に、救出や救助を行う。または、救出や救助をしても
らえるように周りに声を掛けられる方

災害時等要援護者登録制度

登録状況（平成26年３月１日現在）登録者数：10,125人
内、高齢者：9,288人　　障害児・者：562人
　　その他（妊産婦等）：275人

地域支援者
町会長・民生委員
市社会福祉協議会
など

高齢者Ａ　　妊婦Ｂ

― ○×町会 ―

― ○×町会 ―

登録情報が、

　　　　　されます。

その情報が

に活用されます。

い
ざ
と
い
う
時
、
自
分

た
ち
だ
け
で
避
難
で
き

る
だ
ろ
う
か
？

妊
娠
中
で
小
さ
い
子
も

い
る
し
、
何
か
あ
っ
た

ら
不
安
だ
わ
。

Ａ
さ
ん
、
Ｂ
さ
ん
、

お
変
わ
り
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？

な
る
ほ
ど
、
う
ち
の
町
内
の

Ａ
さ
ん
と
Ｂ
さ
ん
は
、

災
害
時
、
特
に
気
を

配
っ
て
お
か
な
き
ゃ
な
。

Ａ
さ
ん
、
Ｂ
さ
ん

無
事
か
な
？

確
認
し
な
き
ゃ
。

そうした場合、

　　　　　すれば…申請

提供

（災害時）

（日常時）
 日頃からの声かけ・見守り、

災害時の安否確認など

災害時等要援護者登録制度

登録状況（平成30年 3月 1日現在）
登録者数：9,127人
うち高齢者：８,36５人、障害児・者：644人
　　その他（妊産婦等）：11８人

い
ざ
と
い
う
時
、
自
分

た
ち
だ
け
で
避
難
で
き

る
だ
ろ
う
か
？

妊
娠
中
で
小
さ
い
子
も

い
る
し
、
何
か
あ
っ
た

ら
不
安
だ
わ
。

Ａ
さ
ん
、
Ｂ
さ
ん
、

お
変
わ
り
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？

な
る
ほ
ど
、
う
ち
の
町
内
の

Ａ
さ
ん
と
Ｂ
さ
ん
は
、

災
害
時
、
特
に
気
を

配
っ
て
お
か
な
き
ゃ
な
。

Ａ
さ
ん
、
Ｂ
さ
ん

無
事
か
な
？

確
認
し
な
き
ゃ
。

提供

 日頃からの声かけ・見守り、
災害時の安否確認など
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